
 
 

【第 28 回】 

白 井 市 庁 舎 建 設 等

検 討 委 員 会 

議 事 録 

 
 

白 井 市 役 所 

総務部管財契約課 



第 28 回白井市庁舎建設等検討委員会会議録 

1.開催日時   平成２７年 8 月 31 日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分まで 

 

2.開催場所   白井市役所 ６階 委員会室 

 

3.出席者     委員   川岸委員長、岡野副委員長、幸正委員、石井（恵）委員、川島委員 

猪狩委員、佐藤委員、渡辺委員、竹内委員、三浦委員、藤森委員 

清水委員、高山委員、加藤委員、加瀬委員、伊藤委員、宇野委員 

石井（治）委員 

 

           事務局 内藤総務部長、湯浅管財契約課長、岡田庁舎建設準備室長 

落合主査補、渡邉主事補 

 

4.傍聴者      ０名（一般０名、報道０名） 

 

5.議題      （１）新築棟構造形式変更の報告について 

           （２）その他 

 

 

・配付資料       ・次第                         

・議題 1 

（１）新築棟構造形式変更の報告について 

（２）新築棟の略伏図・略軸組図 

（３）構造部会（新築棟の構造に関する会議）議事録 

（４）藤森委員からの質問に関しての回答 

              ・議題 2-1  

                （１）白井市庁舎整備事業基本協定書 

                （２）白井市庁舎整備事業実施協定書 

                （３）日本経済新聞記事（２０１５年８月１１日付） 

              ・議題 2-2 

（１）千葉県建設技術センターへの委託概要等について 

（２）千葉県建設技術センターの業務実績表 

（３）千葉県から千葉県建設技術センターへの文書 

（４）千葉県建設技術センター業務案内（パンフレット）） 
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○事務局（落合）  皆さん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あり）管財契約課、落合です。 

 会議に入る前に、配付資料の確認をさせていただきます。読み上げていきますので、不足のある方

は挙手をお願いいたします。 

 それでは、事前配付資料から確認させていただきます。 

 次第となります、Ａ４版で１枚になります。 

 続きまして、議題１、新築棟構造形式変更の報告についてというもので、Ａ３版カラーで１枚とな

っております。 

 続きまして、議題１、別紙議事録、こちらは８月５日に行われた構造部会の議事録になっておりま

す。こちらがＡ４版で３ページのものになります。 

 続きまして、右上に、その他参考資料１とついているものです。白井市庁舎整備事業基本協定書Ａ

４版で２枚、両面焼きのものになっております。 

 続きまして、その他参考資料２、右上に書かれております、こちらが白井市庁舎整備事業実施協定

書となっております。Ａ４版で１枚、次のページにＡ３版で１枚ついておるものでございます。 

 続きまして、その他参考資料３、日本経済新聞の平成２７年８月１１日付のものでございます、こ

ちらのコピーとなっております。こちらがＡ４版で１枚となっております。 

 事前配付資料の最後になります。公益財団法人千葉県建設技術センターの業務案内パンフレットと

なっております。こちらを１部、配付しております。 

 不足等ございますでしょうか。よろしいですか。 

○事務局（落合）  それでは、当日配付資料を御確認お願いいたします。表紙に、当日配付資料一覧と

いうことでつけさせていただいております。こちら、順を追って説明させていただきます。 

 １枚めくっていただいて、議題１、新築棟の略伏図・略軸組図となっております。こちらがＡ３版

カラーで１枚、配付させていただいております。 

 続いて、１枚めくっていただいて、議題１、参考資料となります。こちらが複合構法「ＣＳビーム

構法」の実績物件（抜粋）の一覧となっております。こちらは両面焼きで、裏面には写真が添付され

ております。こちらに関しましては、この委員会の会議終了後、資料を回収させていただきますので、

御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、公益財団法人千葉県建設技術センターへの委託概要等について、こちらにつきまして

はＡ４版の１枚となっております。 

 続きまして、公益財団法人千葉県建設技術センター業務実績表ということで、両面焼きで２枚配付

させていただいております。 

 続いて、平成１８年１０月３日付の千葉県県土整備部長から、千葉県建設技術センター理事長宛て

の文書、Ａ４版の１枚となっております。 

 最後に、藤森委員からの質問に対する回答ということで、Ａ４版で１枚、両面焼きしてあるものが

ございます。こちらが最後になります。 

 以上、不足等ございますでしょうか。よろしいですか。 
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 続きまして、本日の欠席者の報告をさせていただきます。本日、林委員と秋本委員の２名が欠席と

なっております。 

 以上、御報告となります。 

 最後に、傍聴の方も含めまして、携帯電話等をお持ちの方は電源を切るか、マナーモードの設定を

お願いいたします。 

 開会前の事務局からの連絡については、以上となります。 

 こちらまでで御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 以上となります。 

○事務局（岡田）  ただいまから、第２８回白井市庁舎建設等検討委員会を開会いたします。 

 お手元の次第に沿って進めさせていただきたいと思います。 

 初めに、川岸委員長より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川岸）  本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。ち

ょっと座らせていただきまして御挨拶させていただきます。 

 ７月１１日の会議では、次回の会議は１０月ごろ開催する予定であると御説明したところなんです

が、このたび新築棟の構造形式の変更について御報告させていただく案件がございますので、急遽開

催をさせていただくことになりました。新築棟の構造形式については、これまでの検討委員会で審議

していただきながら変更してきており、基本計画時では鉄筋コンクリート造、ＲＣ造としておりまし

たが、建設コスト等を考え、基本設計案の段階ではＰＣａＰＣ造とし、最終的に基本設計ではさらな

るコスト縮減等を図るために鉄骨造、Ｓ造と決定したところでございます。 

 その後、ＥＣＩ方式により、市、ＩＮＡ新建築研究所及び大成建設の三者で組織する「白井市庁舎

整備実施設計技術協議会」で実施設計を進めてきている中で、鉄骨や鋼材等の納期が大幅におくれて

いる状況がわかったわけです。このまま進めていくと、工期におくれが生じることがわかりました。

このようなことから「白井市庁舎整備実施設計技術協議会」で詳細に検討したところ、構造形式を柱

ＲＣ造、はりＳ造に変更することによって工期短縮が図られ、コストについても維持できることが確

認できたところです。 

 本日は、構造形式の変更内容について御報告させていただきますので、皆様から忌憚のない御意見

をいただきたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○事務局（岡田）  ありがとうございました。 

 ここで、白井市庁舎整備事業の施工予定者であります、大成建設株式会社の担当者に本日は出席を

いただいておりますので、その担当者から自己紹介という形式でお願いをしたいと思います。 

 それでは、大成建設さん、お願いいたします。 

○大成建設（森下）  第１施工予定者に選定されました、大成建設と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。工事着手・着工の際には、現場の責任者という形で作業所長として着任を予定します、

森下と申します。どうぞよろしくお願いします。 
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○大成建設（藤村）  私は、構造設計をやっている、藤村と申します。今回は、この「ＣＳビーム構

法」を御提案させていただくということで出席させていただいております。 

○大成建設（吉田）  営業担当の吉田といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（岡田）  ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 議事進行につきましては、白井市附属機関条例の規定によりまして、委員長が議長を務めることと

なります。 

 それでは、川岸委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（川岸）  それでは、議題１新築棟構造形式変更の報告についてから始めさせていただきたい

と思います。 

 最初に、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（岡田）  事務局の岡田です。 

 それでは、資料に基づきまして御説明をまずしたいと思いますが、先ほど川岸委員長の挨拶にもご

ざいましたが、これまで新築棟の構造形式につきましては鉄骨造としておったところでございますが、

白井市、ＩＮＡ、それから大成建設の三者でＶＥ提案等の検討を進めてきたところ、鉄骨ですとか鋼

材等の納期について大幅におくれているような状況であるということがわかりました。そして、その

期間というのが、最大ですけれども、４カ月ほどのおくれが生じているということなります。このま

ま進めた場合、工期が最大で４カ月延びてしまうということになりまして、２９年度末には完成がで

きないような状況となることがわかりました。 

 市としましては、１つ目としては、国庫補助金の申請手続をもう既に進めているというようなこと。

それから、２つ目としては、印西警察署白井分庁舎について、２９年度末に設置をするということで

県警本部と協議を進めていること。そして、３つ目といたしましては、市民サービスや防犯、防災の

拠点となる庁舎を早期に完成させたいというようなことなどから、市としては計画どおり２９年度末

には完成させたいと考えているところでございます。このようなことから、新築棟の構造形式を再検

討をすることとしたところでございます。 

 検討結果についてですが、施工予定者である大成建設からの提案で、大成建設の特許構法でありま

す複合構法の「ＣＳビーム構法」を採用することによって、工期が短縮でき、建設コストについても

現状維持ができるというようなめどが立っていること。そして、庁舎としての耐震性能を十分満足で

きることを確認できましたので、本日その検討結果を皆様に御報告をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 なお、８月５日に、この検討委員会の学識経験者の委員の皆さんにお集まりいただきまして、構造

形式の変更について御説明をさせていただき、その内容につきまして御了解をいただいているところ

でございます。こちらの資料については事前配付資料として、構造部会の議事録ということで配付を

しておりますので、そちらの内容となっているところでございます。 

 この後の詳細な構法の説明については、ＩＮＡ新建築研究所から説明をさせていただきます。よろ



- 4 - 

しくお願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  それでは、設計者であるＩＮＡ新建築研究所、構造の平林より御説明

させていただきます。 

 皆様には、事前に配付させていただいております、議題（１）新築棟構造形式変更の報告について

というＡ３のペーパーに、新築棟の構造形式の変更の概要及び構造形式の変更に至った理由、変更後

の構造形式の特徴とメリット、あと「ＣＳビーム構法」の実績・事例ということで配付をさせていた

だいておりますが、本日、当日配付資料のＡ３の紙、議題１─別紙、新築棟の略伏図・略軸組図、こ

ちらの資料と、Ａ４の表裏、両面焼きになっています、右上、議題１、参考資料、複合構法「ＣＳ

ビーム構法」の実績物件（抜粋）というものをあわせながら御説明させていただきたいと思います。 

 まず、事前に配付させていただいている資料、左上、変更前（基本設計）と変更後（実施設計）の

架構形式と、特徴的なところを記載をしております。変更前については御存じのとおりかと思います

ので、変更後について御説明させていただきます。 

 構造種別については、混合ＲＣ造、一部鉄骨造ということになります。 

 架構形式については、Ｘ方向、建物の長手方向になりますが、こちらは純ラーメン構造、Ｙ方向、

建物の短辺方向になりますが、こちらは耐震壁つきのラーメン構造ということになります。 

 あと構造の種別ですが、柱についてはＲＣ造になっております。 

 はりについてはＲＣ造及び柱と取り合う、はりの端部のところがＲＣ造、中央部のところがＳ造と。

こちらが「ＣＳビーム構法」という構法になるんですが、こういった架構を採用しております。 

 架構イメージの記載をしておりますが、当日配付資料の先ほどの略伏図・略軸組図のほうがわかり

やすいかと思いますので、こちらをご覧いただければと思います。Ａ３の資料になっております。 

 こちら左側半分に変更前の基本設計のときの鉄骨造について架構検討したときの「略伏図」と、下

段のところに建物の短辺方向を切りました「軸組図」といわれるもの２面を記載しております。同じ

ように、右側に変更後の架構として上段に床面の３階を上から見た伏図というもの、あと変更前と同

様に短辺方向の断面を構造的に切った「軸組図」ＸＡ２通りとＸＡ５通りというものを記載をしてお

ります。 

 それで、変更後の構造なんですが、部材がＲＣとＳというものが混合しておりますので、少しわか

りやすくと思いまして色分けをしております。「特記なき限り」というところで白い四角、特に塗っ

ていない部分、こちらについては鉄骨造というところになります。中段、薄いグリーンあるいは伏図

のところでは柱型を少し濃くわかりやすくしておりますが、グリーンに塗ったところについてがＲＣ

という構造になります。あと赤く塗った部分ですが、こちらはＲＣ造なんですが、耐震壁といわれる

柱とはりに囲まれた壁の部分をあらわし、こちらは構造上、耐震上重要な壁ということで特に記載を

させていただいております。 

 まず、「ＺＡ３伏図」ということで、建物３階部分を上から平面的に見たところでございますが、

各通りの交点のところに柱があります。こちらについては少し濃いグリーンで塗っておりますが、純

粋なＲＣ造の柱となっております。あと建物の左右方向、例えばＹＡ１通り、建物の下側のところ、
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柱と柱に結ばれたところに「大ばり」というものがございますが、こちらについてはＲＣ造、基本的

に建物の長手方向は一部を除いてＲＣ造で計画をしております。一部と申し上げたのは、建物の上の

ほうのＹＡ３通り・ＸＡ６・ＸＡ８の間のところに一部、白抜きのところの鉄骨のはりがあります。

こちらは１階の部分に風除室がある関係で、ある程度スパンを飛ばさなければいけないということで、

こちらについては中央部を鉄骨ばりにした。こちらも「ＣＳビーム構法」といわれる構法を採用して

おります。 

 あと建物の短辺方向、上下方向のはりですけれども、こちらについては２つのスパンが連なってい

るんですが、このスパンの中央部については白抜きの鉄骨造となっており、柱と取り合う端部のとこ

ろは少し幅が太くなっておりまして、こちらがＲＣ造ということになっております。厳密にはこのＲ

Ｃという、はりの中に鉄骨の中央部のはりが飲み込んだというような形になっておりまして、こちら

が「ＣＳビーム構法」という複合のはりになっております。 

 あと赤く塗りました耐震壁なんですけれども、こちらは建物の計画上、邪魔にならないところ、主

に基本計画時と同様ですが、建物の端のところ、両端に設けて計画上、配慮した計画となっておりま

す。その下段のほうにＸＡ２通り、主に耐震壁を配置したフレームと、あと標準的な「ＣＳビーム構

法」の構造となりますＸＡ５通りの軸組みを記載をしております。あと床を支えます「小ばり」とい

う構造、部材があるんですが、こちらについては基本設計と同様に、基本的には鉄骨のはりというこ

とで計画をしております。 

 概略ですが、「ＣＳビーム構法」の本計画に当てはめたときの概要を御説明いたしました。 

 続きまして、事前配付しました、Ａ３版の資料に戻らせていただきます。 

 先ほど事務局さんからも御説明いただきましたが、構造形式の変更に至った理由ということで基本

設計から実施設計に入りまして、「実施設計技術協議会」と呼ばれる、白井市さん、第１施工予定者

の大成建設さん、あとＩＮＡで行いました協議会は以降「三者協議会」と呼ばせていただきますが、

こちらで協議した経緯を述べております。 

 先ほどありました実施設計において、技術的、経済的な課題に対してＶＥ提案等を受けつけながら

三者協議会を検討してまいりましたが、その中での鋼材の納期というものに大幅な時間がかかること

が明らかとなりました。こちらについては基本設計の間も昨今の建設事情というものを反映しながら

工事費あるいは工事期間というようなものを検討してまいりましたけれども、そういった中で主に現

場の労務不足というようなところから我々だけではなく、他の多くの発注者、あるいは設計者も建設

市況を考え、ＲＣ造から鉄骨造にだんだんシフトしていった結果、現状は鋼材の需要が非常に逼迫し

ているということがわかりました。 

 この鋼材の需要について具体的に申しますと、基本設計で採用しました鉄骨の柱、角形の鋼管と呼

ばれるもの、はり、あとＨ形鋼と呼ばれるものについては「高炉」といわれる、鉄骨の製材所でロー

ルという圧延を行いながら部材をつくっていくんですが、そこに注文が殺到しますと、このロール、

圧延といわれる期間が延びるということでございます。こちらの、いわゆる鉄骨の需要が伸びたため、

ということで我々としては認識をしております。 



- 6 - 

 この状況において鋼材の調達の問題を解消でき、建設コストの低減も図れるということで、第１施

工予定者のＶＥ提案ということで、先ほどの「ＣＳビーム構法」という構法が上ってまいりました。

いろいろと三者協議会の中で、技術的あるいは発注というようなところを含めて検討した結果、同構

法について採用することによって、先ほどの問題が解決できるということで結論に至っております。 

 採用に至りました経緯については、以上でございます。 

 資料の右側についてはご覧いただいているかと思いますので、ここでは特に詳しくは述べませんけ

れども、右上のほうに「ＣＳビーム構法」の特徴とメリットというものを上げております。 

 その下段のところ、（４）複合構法「ＣＳビーム構法」の実績・事例ということで、こちらについ

ては本日配付させていただきましたＡ４の表裏の資料、こちらをご覧いただきながら御説明させてい

ただきたいと思います。 

 大成建設さんの複合構法である「ＣＳビーム構法」については、平成２０年までで５４件という実

績がございます。その中で実績物件の抜粋ということで、Ａ４のほうに記載させていただいたのは本

計画と同じような事務所の建築あるいは庁舎、また公共的なものということで病院であるとか学校と

いうものを中心に１１例ほど挙げさせていただいております。こちらは裏側に写真も載せさせていた

だいているんですが、こちらについては建物の所有者等あるいは設計者等の著作権の関係上で、先ほ

ど申し上げたように、資料としては後ほど回収させていただきたいと思います。 

 本建物は、おおむね５階建てから３階建てという規模のものになっておりまして、本白井市の庁舎、

３階建てプラス一部４階建てというものとほぼ同規模の建物の事例でありまして、こういった用途の

ものに対して多くの事例があることがわかります。 

 以上、簡単ではございますけれども、構法の概要ということで御説明させていただきました。 

○委員長（川岸）  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、御質問等ございましたら挙手をお願いします。加藤委員、お願いします。 

○委員（加藤）  加藤です。 

 今、御説明いただいたんですが、まず第一点として、Ｈ形鋼がなかなか手に入りづらくなったんだ

けれども、「ＣＳビーム構法」で使う鋼材だったら手に入りやすいよという話では、だめなのかなと。

ただ入りやすいよというだけでは、それは私は話が違うんじゃないかなと思うんですよね。どういう

理由でそれが手に入りやすいよということなのかを、まず教えていただきたいということ。 

 それともう一つは、平成２０年以降、その「ＣＳビーム構法」、これの実績がないんですよね。そ

れで今、平成２７年ですから、７年間その実績がなかったということは、何か問題があってそれを使

うのをやめていたのか、あるいは大成建設さんに２０年から２７年の間に受注がなかったのか、その

あたりを教えていただきたいのと同時に、議題１の別紙で、新築棟の変更前の基本設計の図面と変更

後の実施設計の図面とを見比べますと、柱がみんな実施設計の変更後が太くなっていますよね。それ

で、床も当然これは二重の厚みになっていますので床も厚くなっているように、この図面上では見え

るんです。 

 ただ、説明によりますと、床が薄くなるから、要するに天井の高さも高くとれるんだ、というよう
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な御説明がこの中に書いてあるんですけれども、この図面上のものとこちらに書かれているものとど

うも整合性がないような気がするんですが、そのあたりを教えていただけるとありがたいです。 

○委員（藤森）  藤森です。 

 私が質問書の中に記していますように、鉄骨づくりというのをさんざん検討してきたわけです。こ

こで今回の構造の変更ということが出ておりますけれども、それに至った具体的な理由として、私が

質問しているのは、じゃあ今度の新しいこの構法でもって鉄骨づくりと。具体的に言えば、工期、費

用、それから安全性の問題でどう違うのか、その辺のことを一応、回答はいただいていますけれども、

一緒にお答えいただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（川岸）  では、お願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林です。 

 今、御質問いただきました内容について、藤森委員からの御質問に対しての回答ということで、本

日配付させていただいている資料のＡ４の左上とじのものですが、こちらの回答とあわせて回答させ

ていただきたいと思います。 

 まず、御質問いただきました鉄骨の部材の発注についてなんですが、回答を読まさせていただきま

す。 

 基本設計では、建設現場での労務確保が厳しい状況や建設コストの高騰を踏まえ、工期の短縮、建

設コストの削減のため、鉄骨造を採用しました。三者協議会では、基本設計の鉄骨造をもとに平成

２８年４月の鋼材発注を想定し、施工予定者及び設計者の双方で鋼材種別ごとの納期状況の確認を行

った結果、鋼材のロール期間、こちらについては注釈を下で述べておりますけれども、基本設計時よ

りもロール期間が大幅にかかり、材料の現場納入がおくれ、全体工期が延伸する可能性が極めて高い

ことが明らかになりました。 

 ということで、下の表に、各部材のロール期間について記載をしております。 

 まず、「ロール期間」とここで申し上げているのは、先ほどの圧延という工程で部材をつくってい

くんですが、そのための発注・圧延の期間と、そこから鉄骨の加工工場へ行くまでに鉄骨の端部のと

ころを溶接するための加工を「一次加工」と呼んでおりますけれども、そういった加工を含めた期間

になっておりますが、これをロール期間ということで、ここでは述べさせていただいております。 

 まず、「ＢＣＰ３２５ ６.０カ月」と書きました。ＢＣＰというのは、基本設計のときに柱とし

て使っていた角形の鋼管のことでございます。こちらについて６.０カ月、あと「一般Ｈ形鋼（高

炉）」と、その下「外法Ｈ形鋼（高炉）」と。一般Ｈ形鋼というのは、通常よく建築の中で使われる

サイズのものでＪＩＳの規格で決まっている寸法のものになります。あと外法Ｈ形鋼というのは、そ

の規格よりもサイズの大きい、今回の白井市庁舎の１２メーター飛ばすスパンのほうで使うところの

はり、こういったものは「はりせい」とか、あるいはＨ形の肉厚という板厚の厚いものがあるんです

が、こういったものについては外法Ｈ形鋼というものを使っておりますが、こちらのＨ形鋼は、それ

ぞれ「３.５カ月」と「４.５カ月」ということになっております。あと「鋼板ＰＬ（プレート）」と
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いうことで、柱とはりを接合する接合部のところ、あるいは小ばりを取りつけるためのプレート、そ

ういったもののところに主に使うところの鋼材ですが、こちらが「４.０カ月」ということで確認が

できております。 

 その下、ロール期間に大幅な時間を要する主な理由については、先ほど御説明させていただいたと

おりですので割愛させていただきますけれども、「ＣＳビーム構法」にした際の中央の鋼材というも

のについては、主に一般のＨ形鋼というものを使いまして、その際にはりと取り合う部分のところに

ついては、特に溶接等、特殊な加工等を行わないので、その後、材料が入ってきた後の加工工場での

手間というものがほとんどないということで、そちらもあわせて全体の工期として「ＣＳビーム構

法」の中央の鋼材についてはメリットがあるということで、先ほどの御質問の御説明とかえさせてい

ただきたいと思います。 

 続きまして、藤森委員からいただいています質問２の、混合ＲＣ造と鉄骨造を現在の市況を抜きに

比較検討した場合、費用、工期、安全性など混合ＲＣのほうがすぐれているのか、具体的な試算をさ

れたのか、という質問に続けて回答させていただいてもよろしいでしょうか。 

○事務局（岡田）  そちらもお願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ページをめくっていただきまして、今の御質問の回答でございますが、

三者協議会において、混合ＲＣ造と鉄骨造の工期、建設コスト、耐震性についての具体的な比較検討

を行ってまいりました。 

 まず、工期については、先ほど述べたように、混合ＲＣ造の場合、全体として想定している工期の

中におさまることが可能であるということで、今回の御提案とさせていただいております。 

 あと建設コストについてということですが、こちらについては施工予定者であります大成建設さん

のこれまでの実績と経験において、今回の白井市庁舎の規模（４階建て）で鉄骨造から混合ＲＣ造へ

変更した場合、鉄骨造と同等程度もしくは若干減額となる試算でございます。 

 あと耐震性についてですが、こちらも具体的な仮定断面と構造検討を行った上で、鉄骨造の場合と

比較して建物の耐震性、こちらについては建物の耐力というもの、あとは変形というもの、あとプラ

スして床の振動というようなところの性能を確認をし、同等以上の性能が確保できるということを確

認してございます。 

 藤森委員からの御質問に対してと、加藤委員からの御質問に対しては、続いて……。 

○事務局（岡田）  今、加藤委員からの御質問で実績というところがありましたので、そちらの御回答

につきましては、施工予定者の大成建設からさせていただくようにいたします。 

○大成建設（森下）  では、大成建設、森下から御説明させていただきます。 

 実績という形では、本日お配りしました資料としては「最近の事例が少ない」とおっしゃられたと

思いますが、実績が全然ないわけではなくて「ＣＳビーム構法」と、あとそれ以外も柱をＲＣ造にし

て、はりをＳ造とする同じような形の構法がございまして、幾つかの構法を複合して使っております。

ですから、純粋に「ＣＳビーム構法」ですよという形での実績としては、最近の事例は少ないという

事実はございます。 
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 それは今回も実施設計とか基本設計でＳ造を選定されていたように、しばらく鉄骨造のほうが鋼材

の調達も含めてコストメリットがあったということで、鉄骨造が主体で設計されている案件が、ここ

近年はふえておりました。あとそれに加えまして、型枠、鉄筋等の労務の確保が非常に難しい時期が

しばらく続いておりましたので、そういったものを含めまして現場の在来ＲＣという案件よりは、ど

ちらかというとＳ造を主体で設計されていたという事実がございまして、近年の「ＣＳビーム構法」

が実績では少なくなっているということで御説明とさせていただきます。 

 あと今回の案件に一番近そうなものを抜粋し、表としているため、過去の例が比較的ふえているか

なと思われます。 

 実績としては、以上でございます。 

○委員（加藤）  それとまだ、もう一点。図面上で、この「ＣＳビーム構法」のほうが、要するに議題

１─別紙、これの変更前と変更後の図面で見ますと、どう見ても柱がみんな４倍ぐらい太くなってい

るんですよね。それで、はりの厚みも倍になっているわけですよね。ということは、天井の高さも低

くなるということになりますよね。これと説明との整合性がどうしてもつかないんじゃないかなと、

私なりに、私の解釈の仕方が悪いのかどうかわかりませんけれども、そのあたりをちょっと御説明し

ていただけるとありがたいです。 

○委員長（川岸）  お願いします。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林でございます。 

 まず、柱のサイズについてでございます。基本設計の鉄骨造で想定していました柱のサイズは、

５５０ミリ×５５０ミリという大きさでございます。こちらは鉄骨造になっておりまして、鉄骨造

の場合、こちらに火災が起きた際、鉄というのは熱に弱いものですから、これは、はりにもそうでご

ざいますが、耐火被覆というものを柱の周りに巻き、火災が起きた際、鉄骨の耐力を確保できるよう

に耐火被覆というものを約４０ミリから５０ミリぐらい巻きます。そのままですと、その耐火被覆が

室内に露出してしまいますので、これは意匠的にその外側をボードで囲みまして、実際の執務空間に

出てくる柱のサイズとしては、おおむね１メーター角程度になってくるということでございます。 

 対しまして、今回、ＲＣ造の場合の柱のサイズについて詳細検討している中では、当初は１メー

ター角程度、１,０００ミリ角、先ほどの仕上げをしたところと同じ大きさのサイズになります。そ

の上で耐震性を確保する上で、建物の長手方向に１００ミリほど大きくしたほうが耐震性が確保でき

るということで、こちらについては１,１００ミリという大きさになっております。ということで、

外径については、ほぼ変わらない大きさということでございます。 

 あと、床に関しては、ちょっと絵の描き方なのかもしれませんが、床の厚みについてはほとんど変

わらない、約１５センチから１６センチという厚みで基本設計・実施設計とも計画をしておりまして、

こちらについては変更はございません。 

 以上でございます。 

○委員（加藤）  じゃ、この図面の描き方が違うということですね。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。済みません。 
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○委員長（川岸）  どうぞ、渡辺さん。 

○委員（渡辺）  渡辺です。 

 圧延の期間ばかり書いてあるんですが、藤森委員のさまざまな角度から検討したかという、要する

にＲＣの場合は電炉でつくる棒鋼が多くなりますよね。だから、それとの比較、要するに圧延する、

工場製造ができるやつにみんな集中しちゃったから、ＲＣがつくりやすくなったわけですね。 

 それともう一つは、型枠工、鉄筋工の人手が足りないから鉄骨造という関連もあったと思うんです

が、その辺の労務状況とそのＲＣの部材になる鋼材、それと入手の難易度、それとのトータルで御説

明いただかないと、すとんと「わかりました」とはちょっと言いかねるんですが。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林です。 

 こちらも鉄筋のほうの、いわゆる製造の期間についてはちょっと私から説明させていただいて、全

体的な型枠の現場の労務というようなところについては、第１施工予定者の大成建設さんのほうが現

状というものと今後というところを詳しく把握できているかと思いますので、大成さんに譲りたいと

思うんですが。 

 まず、鉄筋については、おっしゃられるとおり、やはりこちらも発注と製造というものになるんで

すが、発注してから入ってくるまでが、おおむね１カ月程度ということで非常に鉄骨と比べて期間が

短い。あと市中品というふうに我々呼んでいるんですが、需要を見込んで市況にあらかじめ、もう

ロールしたものをメーカー側でつくっている。こういったことでＲＣの鉄筋については、そういった

納期の問題というのは、ほとんど問題にならないという現状でございます。 

○委員（渡辺）  だから、そこを言っていただかないと、私ども素人はわからないわけですよ。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  はい。あと労務については、大成さんから御説明いただければと思う

んですが。 

○大成建設（森下）  大成建設の森下でございます。 

 型枠及び鉄筋の労務状況ですが、技術提案のときにお出しさせていただいています、マスター工程、

来年の６月から、杭打ち。その杭打ちが終わりまして、６月の後半から基礎工事、型枠鉄筋工事が始

まっていくわけですが、その時期の型枠工、鉄筋工の労務については、我々のほうで今回のプロジェ

クトに対して確保ができているという判断をしております。 

○委員長（川岸）  ありがとうございました。 

 ほかに御質問は。清水さん。 

○委員（清水）  この「ＣＳビーム構法」のことなんですが、もう少し説明してほしいなと思っている

んですけれども、鉄骨のはりが入ってしまうので、このＲＣの剛性が変わってくるわけですよね。そ

れに対してどういうふうにするか、例えば床を現場打ちにして、もっと厚いものにしているとかいう

ような方法って何かあるんじゃないのかなと思いますので、この「ＣＳビーム構法」に対してどんな

ことをやっているかということです。そういうことをちょっとお話し願いたいと思います。 

 この写真なんかを見ますと、はりの端のほうにコンクリートのブロックみたいなものがついており

ますけれども、これで建物が揺れた場合には柱から落ちてくるような感じもしないでもないので、こ
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れは本当にちゃんとコンクリートの中に入っているのかと、一体となっているものなのかとちょっと

思うんですが。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林でございます。 

 まず、はりの端部のところがＲＣ造で中央のところがＳ造という混合した構造になっていますので、

構造計算について、そのかたさの違いというものを計算の中に取り入れて、そういった剛性、かたさ

の違いを評価して設計をしてまいります。 

 また、端部のところのＲＣはブロックというようなものではなくて、いわゆる一般的なコンクリー

トに鉄筋を配置したＲＣのはりの中に鉄骨、先ほどのＨ形の鉄骨を中に挿入した、ものによっては、

そのＳＲＣという一般的な構法、部分的ではございますけれども、そういった構法で地震時あるいは

長期的なものに関して十分耐力がある構造でございまして、こちらの構法については財団法人の日本

建築センターというところで技術的な部分、あとは施工的な部分も含め、公平な審査を受けた上で

「一般評定」と呼んでおりますが、そういった公的な機関で確認をされた構法になっておりますので、

十分安全性については問題ないという設計が可能でございます。 

○委員長（川岸）  ありがとうございました。どうぞ。 

○委員（幸正）  構造が混合式ということで、僕もその接合部分に関してのイメージが湧かないんです

けれども、はりのＨ鋼と柱の鉄筋がありますよね。そのＨ鋼と鉄筋の結合は溶接するとかあると思う

ので、それはちゃんとした結合だと思うんですが、どのような形式の接合、鉄骨と鉄筋です。そこら

辺はどうなのですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林です。 

 まず、はりの鉄骨については柱の部分までは延ばしていかない、柱とはりの接合する手前のところ

でとめる構法になっていまして、また鉄骨と鉄筋については溶接などの接合を行いません。どうして

力を伝達するかというと、コンクリートの中に鉄骨が入って、そこのところに、いわゆる摩擦といっ

て付着というものが発生するんですが、そういった付着の応力を介して鉄筋に力を伝達するといった

ところが特殊というような構法になっていて、非常に技術的な部分で一般の構法とは違うところ、そ

この部分について先ほど申し上げた「一般評定」という部分で、その力の伝達がそういったもので可

能であるということを評価をいただいている構法です。 

 特に、その鉄骨と鉄筋を溶接等でつながないことによって非常に現場としては単純化され、複雑で

ない構法によって、その現場の省力化を図れるということの構法になっております。 

○委員（幸正）  じゃ、そこで溶接等ではつながないと。接触面で言えば、Ｈ鋼の鉄の部分とそこに直

コンクリートが接して、そこで接合なり、結合するのであるということなんですか。 

○大成建設（藤村）  大成建設の藤村です。ちょっと補足させていただきます。 

 今、平林さんから「全く」というお話がありましたけれど、一部の鉄筋は差し込んでおります鉄骨

にフレアー溶接という形で、溶接して柱の中に鉄筋を差し込むような形になっています。全ての鉄筋

を溶接して差し込むのではなく、基本的には先ほどおっしゃられたように、巻き込んで一体化するん

ですけれど、その中の一部の鉄筋は直接鉄骨に溶接して、それでさらに柱の中に定着させるという形
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をとっておりますので、御安心いただいてよいと思います。 

○委員（幸正）  はい。そもそも、さっきのデータで補償されているから、大丈夫と。僕もそれを信用

したいし、今のお話で少し安心したんですけれど。 

 さっき申し上げたかったのは、Ｈ鋼の肌面がありますよね。肌面にコンクリートが接合して乾いて

強度が発揮するということなんですけれども、Ｈ鋼がさびる可能性もあるし、ある種、鉄筋コンク

リートのアルカリ化でもって強度がだんだん不足していくというふうなことで少し心配になったんで

すが、これのある種の構法の耐用年数というのは何か捉え方があるんですか。 

○大成建設（藤村）  基本的にはＲＣの中に鉄骨を入れておりまして、ＳＲＣ造の建物にほぼ近いかな

と思いますので、特にこの構法だから耐用年数が劣るということは考えておりません。 

○委員（幸正）  はい。 

○副委員長（岡野）  補足させていただきます。 

 皆さん、耐力その他、大変御心配だと思いますが、この構法は似たようなものは、ほかのゼネコン

でも多数開発されておりまして、歴史的には既にもう２０年ぐらいになっているはずです。 

 したがいまして、他のゼネコンも特許絡みでありまして、今回のものは大成建設さんの特許という

ことです。それともう一つは、１社ずつのゼネコンがそういう技術開発をしているのではなくて複数

のゼネコンが、最近は７社ぐらいが一緒になって中堅のゼネコンがこういう同様の構法を開発をして、

先ほど平林さんから説明があった日本建築センターというところから一般認定を受けているというこ

とでございまして、この構法を使い、他のゼネコンも含めて何か事故があったというようなことは、

私の耳に入ったことはありません。そういう意味では、余り御心配されなくてもよいのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（川岸）  よろしゅうございましょうか。渡辺さん、どうぞ。 

○委員（渡辺）  非常に単純な質問で恐縮ですけれども、事前配付の図も今日の図も、変更前が鉄骨ば

りとあって、変更後は中央Ｓばりとあるんですが、どう違うんですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  ＩＮＡ、平林です。 

 こちらについては同じものでございまして、ちょっと表記で「鉄骨」と書くと右側のほうが長々し

くなってしまうので、これを「Ｓ」ということで書いておりますが、同じものでございます。 

○委員（渡辺）  私もスチールの「Ｓ」だと思ってはいたんですけれども、こういうところの表現を合

わせないから素人がなかなかわかりにくいんです。 

○ＩＮＡ新建築研究所（平林）  申しわけございません。 

○委員長（川岸）  よろしゅうございましょうか。ほかに御質問はございますか。 

○委員（加藤）  これ本当にあれなんですか。例えば、東北の大震災があった後、急に「あっ、これじ

ゃちょっと危ないんじゃないの」というので、使われなくなっちゃったような構法ということじゃな

いんですか。だから、逆に言うと、それの材料を大成さんは相当持っていらっしゃるから「そんなも

のは早くできるんだよ」と、そこなんじゃないんですか。そんなことじゃないんですか。 
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○大成建設（藤村）  決して今まで事故があったということではございませんでして、先ほど森下から

お話がありましたように、やはりコスト面を考えると、最近は「これをやるよりは鉄骨造のほうがよ

かった」と時代がまた変わり出しまして、「今度はこっちのほうがいいかな」と行ったり来たりする

ような状態です。 

 あともう一つは、この構法をもとにして次の構法が今どんどん変わってきていまして、よく制振

（制震）構造とか免震構造とかもうちょっと背の高い建物の場合、この構法の少し変わったタイプに

変わってきていますので、この構法の基本技術がだめだから死んじゃったというわけじゃなくて、ち

ょっと進化しているというような状態になっています。 

 今回、白井市さんの場合ですと、それはちょっと適用できなかったんですけれども、そういう状態

なので、特に問題があってこれがなくなっていたということではございません。 

○委員（加藤）  じゃあれですね。進化系はあるけれども、進化したものを使わないで、ちょっと前の

旧のものを使ってここの建物をつくるよということですよね。 

○大成建設（藤村）  いや、進化系というのは、先ほどちょっと申しましたように、制振（制震）構造

とかまたちょっと別の構造の建物にこの構法を適用しているような形でして、この技術自体がベース

となっていろんな構法に広がっているということです。今回は先ほど申しましたように、コストの問

題がございましたので採用しなかったということです。 

 余計なことを私、申しました。済みませんでした。 

○委員（加藤）  コストの問題ですよね。 

○大成建設（藤村） はい。コストです。 

○委員長（川岸）  よろしゅうございましょうか。ほかに。どうぞ。 

○委員（佐藤）  今、「建設コストの低減を図る」という言葉が書いてありますし、藤森さんの質問の

回答の中には「鉄骨造と同等程度の」と書いてあって「負担減額となる試算です」という回答が出て

いますけれども、実際にはどのような試算をしているのかお聞きしたいと思います。どういう試算で

安くなると判断しているのかと、それを聞きたいのですが。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○大成建設（森下）  大成建設、森下でございます。 

 Ｓ造から、今回の「ＣＳビーム構法」、基本はＲＣ造になるんですけれども、切りかわることによ

ってどういった構造の形が異なるかといいますと、まず上部躯体、１階の床から上の部分に関しまし

てはＳ造のほうは重量が軽く、ＲＣ造のほうが重たくなります。ただ、鉄骨の値段が今、比較的高い

状況になっておりますので、上部躯体につきましては今回の変更でコストが下がると見込んでおりま

す。ただ、下部躯体、基礎の部分及び杭に関しましては、建物の上部躯体の重さが重くなりまして建

物全体の重量がふえますので、基礎の躯体及び杭につきましてはＳ造よりもコストが若干上がると想

定しています。ですから、上がる部分と下がる部分がございます。 

 あと先ほど説明させていただいたように、Ｓ造の場合には柱、はりの周りに耐火被覆を吹いて乾式

壁で仕上げの化粧をしなければいけませんが、今回ＲＣという形で柱が上がりますので、耐火被覆及
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び乾式壁の化粧材という仕上げ分の低減が見込まれますので、全体を見たときにコストが下がるとい

う想定をしてございます。 

 あと先ほど、Ｓ造の場合の納期の問題で４カ月ぐらいマスターの工程から延びますというお話をさ

せていただきましたが、工期が延びることによって当然、経費もろもろが加算してかかってきます。

それを短縮することで仮設費用等の低減も図れると。トータルとして減額になる可能性が高い、もし

くは過去の実績では減額になる、という判断をして御提案をさせていただいた次第です。よろしいで

しょうか。 

○委員（佐藤）  大成さんの今のお話は「概略こうなるであろう」という判断なんですけれども、通常

ＶＥの場合には我々が今までやってきたのは、基本設計の数量を出して値段を入れて、今回新しい構

法の数量とお金を入れて幾ら幾ら下がります、という資料に基づいて減額が図れるというのが常なん

だけれど、まだ曖昧模糊の関係で「図れるだろう」ということで、役所としてそういう比較検討でよ

いのかどうかというのを僕、非常に疑問を持っているんですよね。ＶＥというのは、基本的に性能は

担保しますよと、それは当然、耐震性とかいろいろありますので。 

 それに加えて、ゼネコンさんがやったことに対して「安くなります」と検証を経てゴーサインを普

通は出すんですよ、数字的にです。今度は数字的に幾つか出ていない段階で「図れるだろう」と、

「だろう」で、こういう委員会に資料を出して本当によいのかどうかというのが僕、すごく疑問なん

ですよ。 

 通常、ＶＥでやった場合は、基本設計がこれとこれがこういう数字で幾らかかりますと。今回やっ

た場合は、こういう数字で幾らかかりますと。だから、例えば「３％安くなります」というのを出し

てこういう言葉を述べないと、これ「やってみたけれど、実は膨らみました」と。じゃ誰が責任をと

るんですかという話になるんです。これを判断した責任を誰がとるんですかと。そういう検討もしな

いで「図れる」という言葉を出すこと自体ちょっとおかしいんじゃないかと思うんですよね。やっぱ

りきちんと数量を出してお金を出して、現時点のお金でいですよ。それで減額になりますというのを

僕は示していただきたいと思います。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○事務局（落合）  事務局、落合です。 

 今コストのお話をいただいているところなんですけれども、コストの前段階といたしまして、工期

のほうがこのＳ造で行くと４カ月ほど間に合わないという大前提のもとに今進めているところでござ

いますので、今後コストにつきましても実施設計が進んでおりますので、精査はしていく、このよう

に考えております。 

 以上です。 

○委員（佐藤）  ということは、基本設計で幾らというのを一回はじいてみて、今回のやつが幾らとい

うのをはじいてみて、確かに安くつく資料が出てくるということでよろしいんですか。 

○事務局（落合）  最終的には、そのような形で出したいと考えております。 

 以上です。 
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○委員（佐藤）  わかりました。 

○委員（幸正）  今のことに関連しますけれど、やっぱりコストをはじくって、そんな簡単なことじゃ

なくて。時間の問題もあるし。だから、業務が大変なので、つまびらかな金額は今回は出せないけれ

ども、経験則で削減が見込めるよという。だから、僕が言いたいのは、やっぱりコストをひねるって

すごく大変なことなので、今回は間に合わなかったということでいいんですか。 

○事務局（岡田）  はい。そのとおりでございます。 

○委員（渡辺）  おっしゃるとおり、コストをはじいていたら間に合わないと思いますし、でも非常に

重要な変更なので、私は途中段階でもお示しいただけたことはありがたいかなと感じてはおります。 

○委員長（川岸）  ありがとうございました。ほかに。 

○委員（加藤）  先ほどのことをもう一回お知らせ願いたいんですけれども、設計前のやつは柱の周り

をいろいろボードで囲んだり何かして、１,０００ミリの要するに、角になります。それで、こちら

側の変更後はそういうようなことが要らないから、そのまま初めから１,０００ミリ角だから同じで

すよという説明を、たしかいただいたと思うんです。 

 ということは、もう一回よく考えてみると、こういう化粧のかぶせをしないで、そのままコンク

リートの打ちっ放しのほうでつくっちゃう、という説明になるんじゃないかと思うんですけれど、そ

ういう形になるんですか。それとも、やはりその上にもう一回こういう化粧を入れるんですか。柱は、

初めから１,０００ミリと。こちらで変更前は、いろいろかぶせて１,０００ミリの太さになると。変

更後は、初めから１,０００ミリのコンクリートを打つということですか。そうすると、打ちっ放し

ということになりますよね。そこはいかがなものなんでしょうか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  ＩＮＡ、楠部でございます。 

 今の御指摘のお話なんですけれども、ＲＣ、鉄筋コンクリートの打ちっ放しは打ちっ放しなんです

が、やはり皆さんが御存じのコンクリート色のものではなくて、そこを不陸とか表面に支障がありま

したら、それを平滑に補修して、ペンキなりクロスを張るという仕上げを施すんですけれども、そこ

に新たに壁をもう１枚立てるスペースが必要なくなりますので、その分小さくて済むというところで

ございますので、決して仕上げをしないという意味ではございません。仕上げはきれいな形で、見た

目はこれと変わらないような形で仕上げる、というところで御理解いただければと思います。 

○委員（加藤）  そうすると、その変更前のほうが細くできますよね。これ変更前だってそのまま化粧

用のクロスを張りゃいいんですから、それはできないんですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  先ほどの御説明でちょっとわかりにくいところがあったかもしれない

ですけれど。 

 変更前は鉄の柱があって、その鉄の柱の上に、ショッピングセンターの駐車場とかでたまに見かけ

るんですけれども、表面が泡みたいな形になった耐火被覆という吹きつけ材を吹くんです。それが火

事になったときに火から守る性能のものでして、それを非常に高い材料、石とか張るぐらいの高い材

料を使うとその大きさでも仕上げることができるんですけれども、それは全くコストが合いませんの

で、一般的に鉄骨造の場合はそういう表面がざらざらしたものを吹きつけて、人の手に触れたりする
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場合はそのままではよくないので、もう一度その外に壁を立てて小さい柱、軽量鉄骨というんですけ

れども、そういう柱を立てて、そこの上にボードの壁を張るということを二重にやらないといけなく

なりますので、その分厚くなるということでございます。 

○委員（加藤）  そうすると、鉄骨でつくって、その上にはロックウールでかぶせちゃうと。そういう

ような形でつくって、その上にもう一回かけて、またその上にボードで囲んで、その上にもう一回こ

の化粧用のものをつけるということですか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  ＩＮＡ、楠部です。 

 そういうことでございます。大体はそんな形になります、鉄骨の場合は。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○委員（幸正）  「ＣＳビーム構法」にけちをつける気は全然ないんですが、その被覆に関しては２回

ほど詳しく説明していただいて、角柱が５５０角であると。耐火被覆が約５０ミリであると。その上

に乾式のボード構法でもって仕上げができるようにするとなると、１,０００ミリ角になるのである

というふうな説明を受けたんですが、５５０足す被覆が５０、掛ける２で１００。乾式でそんなに膨

らませなきゃいけないのかなという素人的な疑問があるんですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  ＩＮＡ、楠部です。 

 その辺は非常に鋭い御指摘でありまして……。実は三者協議会の中では、その辺も具体的な資料を

お示しさせていただいているんですけれど、我々としては鉄骨の基本設計の場合は、せっかく壁を立

てるのであれば、そこの中に例えば「たてどい」であったりとか、あと空調機から水がどうしても出

るので、排水をすぐ直近の柱に落とすのを、壁を立てるだけじゃもったいないから入れていたという

ところがございます。 

 それを今回、今度はＲＣそのままになると入ることができませんので、それをどこに持っていくか

も検討し、そのプランもお示しした上でそういうことも含めると、実は同じサイズの中でおさめるこ

とができるという御了承をいただいたところです。済みません、説明不足の点でございました。 

○委員（幸正）  はい。わかりました。 

○委員長（川岸）  よろしいでしょうか。 

○委員（加藤）  今の話は反対じゃないの。 

○委員（加藤）  鉄骨の中に入れることができるよっていう話ですよね。それで、こっちの今度のＲＣ

造の新しいほうは、その中に入れることはできないよと。だから、外側にもう一回それを全部、設備

用の配管を横の形でつくるよという話でしたよね、今のは。 

○委員（幸正）  じゃＲＣ例で説明して。どこに持っていくのか。 

○ＩＮＡ新建築研究所（楠部）  済みません、ＩＮＡ、楠部です。 

 本当に図面のないところで大変申しわけないんですけれども、ＲＣにしろ鉄骨にしろ、今回のプラ

ンの場合は、執務室の両脇に階段であるだとかトイレだとか、そういった、いわゆる「コア」といわ

れる、基本的に壁に囲われた部分がございます。そこはそれ用に壁をつくっていますので、そこの部
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分にまず持っていくのが基本なんですけれど、これをＲＣの場合はその基本にのっとって行ったとい

うところです。 

 鉄骨の場合は、先ほど申し上げましたように、そこまで持っていかなくても近くにもう一度、鉄骨

の柱のためだけに壁をつくることになりまして、そこがもったいなかったのでうまく利用し、水回り

の近いところにも落としたというところがもとの基本設計でございますので、鉄骨造とＲＣ造のそれ

ぞれの特徴を生かした合理的な設計をおのおのやった結果、柱のサイズは変わらなかったということ

で、図面のないところで非常に難しいところだと思うんですけれど、御理解いただければと思います。 

○委員長（川岸）  ありがとうございました。 

 ほかに御質問はございますか。 

○委員（藤森）  今の説明でよくわかったんですけれども、この構法を用いて来年の１月に入札をやり

ますよね。（発言する者あり）あっ、入札はもう要らないのか、施工のための入札は。失礼失礼。 

○委員長（川岸）  よろしいでしょうか。 

 ほかに御質問がないようでしたら、次に進みたいと思います。 

 事務局からお願いします。 

○事務局（岡田）  それでは、会議のほう始まりましてからもう約１時間１５分経過しておりますので、

ここで１０分ほど休憩をとりたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○事務局（岡田）  先に資料の回収をさせていただいて、それで休憩に入らせていただきたいと思いま

す。 

 では、再開は３時からということでお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

（休憩） 

○委員長（川岸）  休憩も終わりまして、あとの時間になりました。 

 続きまして、議題２その他へ移ります。 

 最初に、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（岡田）  それでは、私から説明をさせていただきます。 

 私からは、事前に配付してあります基本協定書の関係と実施協定書、それからその後、落合から事

前配付資料として配っております、日経新聞のコピーですとか、あと千葉県建設技術センターの関係

について御説明をしていきたいと思います。 

 それでは、最初に、基本協定と実施協定について説明をさせていただきます。こちらは事前配付資

料ということでお渡ししてあるものですけれども、これは２７年７月７日に白井市と大成建設、そし

てＩＮＡ新建築研究所の三者が、この基本協定と実施協定を締結したものとなっております。 

 それで、全部説明しますと長くなってしまいますので、重要な部分というようなところで抜粋して

説明をしていきたいと思います。 

 まず最初に、基本協定書の第１条をご覧いただきたいと思います。こちらには「本協定の目的」を

規定してあるものでございます。簡単に読み上げます。 

 白井市が庁舎に求める機能及び品質を備えた実施設計を完成させることを目的として、市、ＩＮＡ
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新建築研究所、大成建設は、目的を達成するために、三者が協働し、信義に従い、誠実に実施しなけ

ればならないことを規定しております。 

 続いて、第３条をご覧いただきたいと思います。こちらは「契約目標金額」ということになってお

ります。 

 白井市は、庁舎整備事業の工事請負契約の目標金額を定めるものとすると規定しております。基本

協定に、こちらにはあっさりですけれども、この目標金額を定めるものとするとしております。次の

実施協定書に、また同じような文言が出てまいります。 

 続きまして、第５条、こちらは「三者協議会」の内容についてでございます。 

 第１項に、三者協議会の設置について規定をしてあります。 

 そして、２というところをご覧いただきたいのですが、こちらにつきましては、施工予定者は、プ

ロポーザルで提案したＶＥ提案に限らず、さらなる技術的提案や経済的提案を行っていくということ

になっております。 

 第３項、３のところですけれども、こちらについては設計者の内容になっております。施工予定者

のＶＥ提案の技術検証、コスト検証のほか、さらなる技術的提案や経済的提案を行うこととしており

ます。 

 そして、第５項、５と書いてあるところがあります。三者協議会には、発注者支援者として、千葉

県建設技術センターが出席できることを規定してございます。この千葉県建設技術センターというこ

とについてですが、こちらは白井市が委託をしている団体でございまして、実施設計の策定の支援者

というようなところで委託をしている事業者、団体というところでございます。 

 続いて、第７条、こちらは「工事請負契約に至らない場合」ということでございます。 

 市は、施工予定者が提出した工事請負見積書の金額が予定価格を上回った場合は、施工予定者と工

事請負仮契約を締結しないことを規定しておるところでございます。現段階では今、ＶＥ提案ですと

か実施設計の内容を詰めているところでございますので、この工事請負見積書というものは提出はさ

れておりません。これは年度末に大成建設から、この見積もりを出していただくというようなことに

なってまいります。 

 続いて、第８条、「特許工法その他の特許権等の取り扱い等」のところでございます。 

 内容ですが、施工予定者と工事請負契約が締結されなかった場合、別のゼネコンが庁舎整備工事を

実施するために、必要な限度で、施工予定者が市に引き渡した成果物や実施設計に採用された施工予

定者の特許権などの知的財産権を使用することができることを規定してあるものでございます。ただ

し、成果物や知的財産権の使用料の支払いの件につきましては、これは別途協議というような内容に

してございます。 

 あと最後になりますが、第１０条をご覧いただきたいと思います。こちらは「損害賠償等」の内容

でございます。 

 三者協議会の運営に当たり、三者の損害賠償義務について、この第１０条で規定をしてあるという

ようなものでございます。 
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 続きまして、実施協定書をご覧いただきたいと思います。もう１枚の協定書になります。 

 こちらの第１条は「実施協定の目的」ということで、庁舎に必要な機能及び品質を確保しつつ、庁

舎整備事業に要する費用が契約目標金額の範囲内となるよう、市、大成建設、ＩＮＡ新建築研究所の

三者の役割及び責任を定め、業務内容を明確にすることを目的としているものでございます。 

 第２条に、先ほど基本協定の「契約目標金額」がありました。そちらの内容が記載されております。 

 市は、庁舎整備事業の契約目標金額を、大成建設、ＩＮＡ新建築研究所に通知することを規定して

ございます。この通知につきましては、市は既に、大成建設、それからＩＮＡには通知済みとなって

おります。契約目標金額ですが、こちらについては非公表の扱いとしておるために、この会議の中で

金額については申し上げられませんけれども、考え方といたしましては、市として、基本設計の概算

建設費というのが約４０億９,０００万円ほど出ております。こちらの金額以内には抑えていきたい

というようなことが、市の基本的な考え方ということで御理解をいただきたいと思います。 

 そして、第３条、「三者の役割、責任」についてでございます。 

 第１項のところに、別紙のＡ３版の用紙があると思いますが、こちらが三者のそれぞれの役割分担

表になっております。 

 こちらの内容については、事前の配付の資料ということでございますので、詳細な説明はいたしま

せんので御了解ください。 

 そして、第２項、２というところです。 

 これは完成した実施設計の設計責任については、設計者が負うものとすることを規定しております。

ですので、実施設計については、ＩＮＡ新建築研究所が設計の責任を負うというようなことになって

おります。 

 協定書の内容については、以上でございます。 

 そして、藤森委員さんから御質問が出ております、本日配付をしました資料の最後のページの裏面、

一番後ろ側を見ていただきたいと思います。下の表ですけれども、その他というところで「庁舎整備

事業基本協定書について」という項目があります。こちらについて御説明いたします。 

 まず、委員さんからの質問については、三者協議会の協議内容は、当委員会への報告はどのように

なされるのか、という御質問がありました。 

 こちらの回答でございますが、庁舎建設等検討委員会の報告については、三者協議会において協議

した結果が「庁舎整備基本設計」の内容と異なるような状況となった場合に、検討委員会に報告をさ

せていただいたり、御意見をいただきたいということで開催をすることを考えておるものでございま

す。今回の会議につきましても、基本設計で構造形式が鉄骨造としていたものが、進めてきた中で変

更をするということになったことから、今回のこの委員会を開催させていただいたということでござ

います。 

 続きまして、２番目の内容になります。これは基本協定書の第５条第５項の発注者が別途発注する

「庁舎整備実施設計策定支援業務委託」における受注者とは、送付パンフの千葉県建設技術センター

のような位置づけの企業を指しているのか。その役割は例えば、損害賠償条項で帰責が明確にならな
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い場合等の調整なども行う立場なのか、という御質問でございます。 

 こちらの回答でございますが、基本協定書の第５条第５項に記載をしております発注者支援者とは、

先ほど言いましたが、市が委託している「公益財団法人千葉県建設技術センター」のことでございま

す。このセンターの役割につきましては、本日配付をした資料で、この後、落合から説明をさせてい

ただきますが、こちらの資料に記載をしてあるとおりでございまして、この資料の中にこの御質問の

損害賠償条項について調整する役割というものはセンターの職務ということでは含めておりませんの

で、こちらについては三者の中でやっていくというような内容でございます。 

 協定書の件については、以上でございます。 

○事務局（落合）  続きまして、その他参考資料３、日本経済新聞のコピーとなります。こちらは、

８月１１日付の日本経済新聞の写しとなっております。「庁舎建設 悩む自治体」という見出しで配

付させていただいております。この記事につきましては、全国各地でいろいろな市町村が計画してい

る庁舎の建てかえに関する自治体の記事となっております。 

 記事の中では、茨城県の日立市、こちらに関しては入札不調後の対応策といったような記事になっ

ております。また、県内の千葉県習志野市の設計・施工一括方式による発注の事例、木更津市の庁舎

建てかえ延期の事例等が記事となっているものでございます。また、記事の左下には「入札不調率 

震災以降高い水準」ということで囲われている記事がございます。こちらに関しましては、震災以降、

入札の不調率が上昇していたが、２０１４年度には少し改善してきたという記事でございます。です

が、依然、工事費が高どまりしている状況であるという、このような内容となってございます。 

 以上、資料３の説明とさせていただきます。 

 続いて、先ほど室長からも御説明がありました、公益財団法人千葉県建設技術センターへの委託概

要等につきまして、御説明させていただきます。 

 本日お配りしました資料の右上、その他になります。公益財団法人千葉県建設技術センターへの委

託概要等についてです。 

 業務の名称につきましては、庁舎整備実施設計策定支援業務委託となっております。 

 業務の目的につきましては、実施設計を進めるに当たり、市と設計者と施工予定者の三者にて実施

設計を協働していくＥＣＩ方式を採用しておりますが、三者協議会におきましては、施工者からの技

術提案やＶＥ提案といった各種技術提案を提起させ、実施設計へ施工者のノウハウや特殊構法を取り

入れてコスト縮減を図っていくこととしております。このような各種技術提案を取り入れるために、

白井市の立場に立ち、透明性や公平性を確保することを目的にしている業務となっております。 

 続いて、業務内容でございます。 

 １点目に、ＥＣＩ方式による施工予定者選定時における、技術的助言及び審査支援業務を行ってい

ただきました。こちらの業務につきましては、もう完了しております。 

 ２点目につきましては、現在も進行しております三者協議会へ出席し、施工予定者や実施設計者か

ら提起される技術提案、ＶＥ提案、工程提案といった各種提案の採否を決定するために、支援の技術

的助言及び提案の審査支援を行っていただいております。 
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 ３点目に、積算審査及び工事内訳書作成支援業務となります。実施設計者が作成いたします工事内

訳書や数量調書等の審査業務、また工事内訳書の作成支援業務を行っていただくというような業務に

なっております。 

 最後、４点目に、実施設計業務委託に係る成果物の検査支援業務を行っていただこうかと考えてお

ります。今回の実施設計では、設計図面のほか構造計算書、設備各種計算書、建築確認関係図書、

パース、模型などを成果物としておりますので、こういったものの検査支援を行っていただこうかと

考えております。 

 続きまして、その下に、公益財団法人千葉県建設技術センターに所属している技術者の保有する資

格などに関して、下の表にまとめさせていただいております。 

 また、次のページです。別紙にて、平成２４年度から平成２６年度までの実績と、今年の平成

２７年度に行っている業務を表にしたものを配付させていただいております。また、千葉県建設技術

センターにつきましては、事前にパンフレットを資料として配付させていただいておりますので、詳

しくはそちらをご覧いただきたいと思っております。今回のような技術支援のほかに、建設資材の試

験や構造計算適合性判定業務等の業務を行っている機関となっております。 

 また、この千葉県建設技術センターの法律的な位置づけになりますが、本日配付しました、その他

の資料の「公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく市町村支援について」というような文書

を添付させていただいております。こちらが千葉県県土整備部長より、平成１８年１０月３日付で通

知している文書になります。この中では、品確法で、国及び都道府県は、発注者を支援するための協

力、その他必要な措置を講ずるよう務めなければならないと規定されております。この規定を受け、

千葉県では、公益財団法人千葉県建設技術センターを、市町村の建設事業の発注事務支援を行う団体

に位置づけたとの内容となっております。 

 以上が、公益財団法人千葉県建設技術センターの説明となります。 

 続きまして、その他の最後になります。 

 前回の第２７回会議の議事録を、本日の資料とともに配付させていただいております。修正等がご

ざいましたら、締め切りが本日までとなっておりますので、この後、会議終了後、事務局まで御提出

をお願いいたします。 

 以上が、その他の説明となります。 

○委員長（川岸）  どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、長かったんですが、御質問等ございましたらお願いします。 

○委員（幸正）  千葉県建設技術センターの策定業務支援の業務委託ということは業務委託料がかかる

わけですが、この業務委託料の試算というか、計算の手法はどのようなことで割り出されるんですか。 

○委員長（川岸）  どうぞ、事務局。 

○事務局（落合）  事務局、落合です。 

 委託料につきましては、４６３万７,５２０円になります。契約につきましては、平成２７年６月

３日に契約締結しております。こちらの積算につきましては、実際に三者協議会等開催する回数を積
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算いたしまして、そこに係る技術者、こちらに関しましては営繕工事で扱う技術者Ｃで積算させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○委員（佐藤）  それでは、現時点における基本設計概算工事費の４０億９,０００万円以外に、この

委託料がかかるということでいいんですね。 

○委員長（川岸）  事務局。 

○事務局（落合）  事務局、落合です。 

 ４０億９,０００万円の中には入ってございません。今回の実施設計の中に入れてある金額となり

ます。 

 以上です。 

○委員長（川岸）  よろしいですか。ほかに御質問は。どうぞ。 

○委員（佐藤）  今、建設センターの資料を見させていただいております。委託している中身を見ます

と、数量等々の検査業務とか書いてありまして、資格者の中に積算の資格者が１人もいない。それと

設備関係の資格者も１人もいないという中で、構造も１人なんですけれど、そういう業務をこのとこ

ろに出して、どのような形で検査を行うのか全然見えないんです。資格者がいなくても、積算業務の

チェックというのはできるものなんでしょうか。 

○委員長（川岸）  事務局。 

○事務局（落合）  事務局、落合です。 

 積算に関する資格者というのは残念ながらいらっしゃらないようなんですけれども、１級建築士が

８人ございます。こちらは１級建築士でも積算業務ができるというような位置づけだと思いますので、

こちらの方々に見ていただけるのだと考えております。 

○委員（佐藤）  いや、全然違うんですよね。資格自体が違うし、積算士というのは、国交省で決めら

れた数量積算基準に基づき、決められたルールでちゃんと数量を拾ってあるか、ということを理解で

きる人がチェックしないと全然意味がないと思うんです。ですから、資格を持っていない人が幾らチ

ェックしても、そのルールに基づいたものができているかどうかというのは、ちょっと私は信用はで

きないと思うんですけれども、そこら辺はどういうふうに市として考えているのか。やっぱりコスト

に係るところというのは一番大切なので、どういうふうに検査するのか、誰がやるのか、そこら辺を

市としてちゃんと押さえておかないと私はまずいと思うんですよ、発注者が。 

○委員（猪狩）  同じような質問なので、あわせて答えてもらうために続けて質問させてください。佐

藤さんと同じです。 

○委員長（川岸）  同じ質問ですね。 

○委員（猪狩）  はい。同じです。我々、設計事務所を本職としていた人間から見ても、1 級建築士の

中に積算できる人がいないとは言いません。でも、なかなか……。なぜかというと、この庁舎に関し

ては一番問題になるのは、やっぱり価格、適正な積算をするかしないかの判断、それと調整だと思う
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んですよね。これが一番大事だと思うんですよ、今回のこの建設技術センターの人にお願いする内容

としては。そのとき、ここの表の１級建築士の人が積算できるだろうかと。もちろん、できる人もい

ます。でも、できない人がかなり多いです、事実。やはりはっきりと積算担当と入っているような組

織にお願いするのが一番安心できるかなと、私は思っているんですけれど。 

 やはり構造なんかも、この大きな組織の中に設備もいないし、何か問題になるのは積算、構造、設

備、これがやっぱりこういう仕事では、庁舎建設において第三者の役として調停役として必要なのは、

この三つじゃないかなと。ちょっと違うんですよね、これ。内部監査員って５０人もいますけれど、

ちょっと私、わかりませんが。内容が違うんですよね、この組織。組織そのものが果たして今回のこ

の仕事において、第三者の調停役として合っているかどうかっていうのは、ちょっとここからは読み

取れないもんですから、残念ながら。どうなんでしょうかね。 

 以上です。 

○委員長（川岸）  いかがですか。（「関連でですが」と呼ぶ者あり）関連質問ですか。 

○委員（藤森）  はい。関連することですが、よろしいですか。 

○委員長（川岸）  じゃお願いします。 

○委員（藤森）  当然これは６月３日に既に契約されたということを今おっしゃったわけですけれども、

４６０万円かかっているわけですよね。そうすると、この費用等について事前にこういう提起がどこ

かでなされたのか、どこかの場でですね。この千葉県建設技術センターを、こういう団体といいます

か、企業を採用するということは、どこかで提起されたのかどうか。 

 それから、もう一つは、今おっしゃったように、その選択に至った疑問があるんだったら、そうい

う選択した経緯がどうも曖昧じゃないかなという気がするんですよね。だから、その辺のこともあわ

せて御報告をお願いしたいと思います。 

○委員長（川岸）  どうぞ、事務局。 

○事務局（落合）  事務局の落合です。 

 まず、積算に関しまして御回答させていただきます。 

 積算基準につきましては、実施設計は国交省の数量積算基準にのっとって発注をしているところで

ございますので、それを基準に積算をしていただきます。当然チェック、審査も、国交省の基準を使

ってチェックをしていただきます。そのような形で積算の審査を行っていただこうと考えております。 

○委員長（川岸）  どうぞ。 

○事務局（湯浅）  管財契約課の湯浅でございます。 

 まず、建設技術センターのお話につきましては、この委員会で３月の段階で「第三者的なところに

委託をして、この業務の内容についてチェックしていただきます」という御報告はさせていただきま

した。 

 また、どうして、この業者といいますか、財団を選んだかというお話なんですけれども、千葉県の

公の団体で今回、白井市が望んでいること、どういったことを望んでいるかといいますと、市の立場

に立って設計者と第１施工予定者の言っていることが本当に正しいかどうかについて、第三者的に判
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断をしていただく。もちろん、市の立場に沿って判断をしていただくために、その支援として今回、

千葉県建設技術センターを選定しているものでございます。 

 したがいまして、本日パンフレットをお配りしてあろうかと思うんですけれども、その内容を見て、

公的機関でできるのはその業者唯一だったので、市としては、今回の業務を発注できる一番ふさわし

い事業者であるということで選定をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（川岸）  よろしいでしょうか。ほかに御質問はいかがですか。 

○委員（佐藤）  今ちょっと回答らしい話をいただきましたけれども、結局、市としては、もうその

１級建築士の積算の技量に任せるという形になるんでしょうか。 

○委員長（川岸）  事務局。 

○事務局（落合）  事務局、落合です。 

 佐藤委員の言うとおりなんですけれども、その前段階では市でも確認はさせていただきます。それ

をまた、さらに確認していただくというようなダブルチェックをお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○委員（佐藤）  ですから、そのチェックをする人の数量積算基準の技量がどのくらいあるか、僕はわ

かりませんけれども、かなりの技量を持った人じゃないと、図面からの拾い、内訳書の前の数量計算

書をチェックするということ、これは大変な作業になるんですよね。そこら辺の技量というのは、市

の技術屋さんである落合さんあたりが確認していただければいいと思いますけれど、通常ですと相当

な技量を持っていないと細かいところまでチェックできないんですが。そこら辺は、落合さんなりが

確認、同席していただくということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（川岸）  いかがですか。 

○事務局（湯浅）  佐藤委員のおっしゃるとおり、落合が中心となって、その積算の内容を確認をとら

させていただくと、このように考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員（佐藤）  わかりました。 

○委員長（川岸）  ありがとうございます。 

 ほかに御質問はいかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（川岸）  御質問がないようですので、議題２その他は、これで終わりたいと思います。 

 本日の議題は、全て終了いたしました。 

 この後は、事務局へお返しします。 

○事務局（岡田）  それでは、委員長、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第２８回白井市庁舎建設等検討委員会を閉会させていただきます。 

 皆様、ありがとうございました。 


